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○名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交付要綱 

平成27年３月31日告示第35号 

改正 

令和元年６月７日告示第24号 

令和３年５月12日告示第86号 

令和５年３月13日告示第30号 

令和６年５月15日告示第83号 

令和７年３月21日告示第42号 

令和８年６月１日告示第107号 

名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、移住定住の促進及び空家住宅又は空き建築物（名張市空家等対策の推進に関

する条例（平成27年条例第27号）第２条第１号に規定する空家等に該当するものをいう。以下「空

家住宅等」という。）の活用促進を目的として、市内の空家住宅等の改修工事を実施する者に対

し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、名張市補助金等の交付に関する規則

（昭和44年規則第４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 事業 この要綱に定める空家住宅等のリノベーション等を実施する事業をいう。 

(２) リノベーション等 市内の空家住宅等を、住宅（店舗併用住宅等を含む。）として使用す

る上で、移住又は定住をしようとする者のニーズに応じて多様なライフスタイルを実現するた

めに必要な改修工事をいう。 

(３) 移住者 １年以上市外に居住している者で、この要綱の施行の日以後に市内に転入届を提

出するものをいう。 

(４) 子を養育している者 養育する子（18歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある者

をいう。）と共に当該空家住宅等に居住することとなったものをいう。 

(５) 耐震基準 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第３章及び第５章の４に規定する基

準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第17条第３項第１号に基

づき国土交通大臣が定める基準（平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関

係規定に準ずるものとして定める基準」）をいう。 



2/6 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。 

(１) 次のアからエまでのいずれかに該当する者（その者又は空家住宅等の所有者（共有者を含

む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員でない場合に限る。以下「補助対象者」という。）が実施する空家住宅

等のリノベーション等であること。 

ア 移住者（本市に転入前の者に限る。）のうち、第５条第２項の規定による補助金交付の決

定の日の翌日から、工事が完了した日から起算して30日を経過する日までの間に転入届を提

出する者 

イ 移住者のうち、本市に転入した日から６月以内の者 

ウ 移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空家住宅等の所有者であって、補助事業完了後

10年以上、継続的に移住者のための住宅の用途として当該空家住宅等を提供するもの 

(２) 第５条第１項の規定による申請の年度内に完了するリノベーション等であること。 

(３) 耐震基準を満たすもの（補助事業に係るリノベーション等により耐震基準を満たす場合を

含む。）であること。 

２ 補助事業に係るリノベーション等は、次に掲げるもの以外のものとする。 

(１) 建物でない外構工事 

(２) 容易に取り外しができるものを設置する工事 

(３) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事 

(４) 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事 

３ 補助事業に係るリノベーション等は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるも

のでなければならない。 

（補助金の額） 

第４条 補助事業に係るリノベーション等に係る１件当たりの補助金の額は、次の表の補助対象者

の欄の区分に応じ、同表補助金の額の欄に掲げる額とする。 

補助対象者 補助金の額 

前条第１項第１号ア若しくはイのいずれかに該当する

者であって子を養育している者に該当しないもの又は

補助事業に要する費用の３分の１以内の

額又は100万円のいずれか少ない額 
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同号ウに該当する者 

前条第１項第１号ア若しくはイのいずれかに該当する

者であって子を養育している者 

補助事業に要する費用の３分の１以内の

額又は120万円のいずれか少ない額 

２ 前項に規定する補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の加算） 

第４条の２ 前条の補助金について、三重県補助金等交付規則（昭和37年三重県規則第34号）及び

県土整備部関係補助金等交付要綱（平成14年三重県告示第616号）の規定により交付される補助金

の加算を本市が受けることができる場合には、市長は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に

よる補助金の額に当該補助金の額に４分の１を乗じて得た額（1,000円未満の端数は、切り捨て

る。）又は25万円のいずれか少ない額を加算することができる。 

（補助金交付申請及び決定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、事業の実施前

に、移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に確約書

（様式第２号）（第３条第１項第１号エに該当する者にあっては、確約書（様式第２号の２））、

同意書（様式第２号の３）（申請者が空家住宅等の所有者でない場合又は空家住宅等が共有物で

ある場合に限る。）その他別表１に掲げる提出書類を添付して市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認

めたときは、補助金の交付を決定し、移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交

付決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることがで

きる。 

（計画の変更等） 

第６条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ移住促進のための空家リノ

ベーション支援事業計画変更承認申請書（様式第４号）に別に定める関係書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

(１) 施工箇所及び施工方法の変更 

(２) 補助申請額の変更 

(３) 工期の変更 

２ 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、移住促進



4/6 

のための空家リノベーション支援事業計画変更承認通知書（様式第５号）により申請者に通知す

るものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第７条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、移住促進のための空家リノベ

ーション支援事業計画廃止（中止）届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（完了実績報告） 

第８条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、移住促進のための空家リノベーション支援事

業完了実績報告書（様式第７号）に別表２に掲げる提出書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定による提出は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は事業の完

了の日の属する会計年度の２月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

（完了検査） 

第９条 市長は、前条の規定による完了実績報告書等の提出があった後、必要があると認められる

場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合において、

当該申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、当該

申請者が当該命令に従わないときは、市長は、第５条第２項の規定による決定を取り消すことが

できる。 

（補助金の額の確定） 

第10条 市長は、第８条第２項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書

等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、移住促進のための空家リノベ

ーション支援事業費補助金交付確定通知書（様式第８号）により、当該申請者に通知するものと

する。 

（補助金の請求） 

第11条 申請者は、前条の規定による確定通知を受けた日から起算して10日以内に移住促進のため

の空家リノベーション支援事業費補助金支払請求書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（補助金の取消し） 

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第５条第２項

の規定による決定を取り消すことができる。 



5/6 

(１) 補助金の交付月から起算して10年経過する前に市外へ転出したとき（第３条第１項第１号

エに該当する者にあっては、同項第２号に規定するリノベーション等の完了の日の翌日から起

算して10年を経過する前に移住者のための住宅の用途に供さなくなったとき）。 

(２) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。 

(３) 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(４) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認め

たとき。 

（補助金の返還） 

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補

助金について、移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交付決定取消し兼返還命

令書（様式第10号）により補助金の全額を期限を定めて返還を命ずるものとする。 

（書類の整理等） 

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年

度終了後10年間保管しなければならない。 

（実施細則） 

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（令和元年６月７日告示第24号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交付要綱の規定は、こ

の要綱の告示の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の

交付については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年５月12日告示第86号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金交付要綱の一部改正） 
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２ 名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金交付要綱（令和元年告示第25号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和５年３月13日告示第30号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年５月15日告示第83号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（令和７年３月21日告示第42号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（名張市子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業費補助金交付要綱の廃止） 

２ 名張市子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業費補助金交付要綱（平成28年告

示第78号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 改正後の名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交付要綱の規定は、令

和７年４月１日以後の申請により交付を決定した補助金について適用し、同日前の申請により交

付を決定した補助金については、なお従前の例による。 

４ 令和７年３月31日までに、第２項の規定による廃止前の名張市子育て世帯に対する中古住宅等

リノベーション支援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた決定、交付その他の行為は、そ

れぞれ改正後のこの要綱の相当規定によりなされたものとする。 

附 則（令和８年５月２９日告示第１０７号） 

この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 


